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１
日
（
木
）

　
　
　
　

�

２
日
（
金
）

３
日
（
土
）

　
　
　
　
　

４
日
（
日
）

　
　
　
　

�

５
日
（
月
）

７
日
（
水
）

　
　
　
　

�

９
日
（
金
）

　
　
　
　

�

10
日
（
土
）

13
日
（
火
）

15
日
（
木
）

北
秋
田
市
民
病
院
（
仮
称
）
建
設
委
員
会
に
出
席

阿
仁
・
合
川
・
鷹
巣
観
光
協
会
合
併
設
立
祝
賀
会
に
出
席

議
会
全
員
協
議
会
に
出
席

北
秋
田
市
民
プ
ー
ル
グ
ラ
ン
ド
・
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
・
セ

レ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
式
典
・
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
）
に
出
席

大
館
・
北
秋
田
地
区
水
防
訓
練
に
出
席

第
22
回
ふ
る
さ
と
踊
り
と
餅
っ
こ
ま
つ
り
オ
ー
プ
ニ
ン

グ
に
参
加

県
教
育
長
に
対
し
市
立
合
川
高
校
問
題
の
結
論
延
期
に

つ
い
て
要
請

還
暦
祝
い
（
合
川
地
区
）
で
講
話

第
76
回
全
国
市
長
会
議
（
通
常
総
会
）
に
出
席

医
家
市
長
医
政
推
進
会
議
に
出
席

第
58
回
秋
田
県
病
院
給
食
協
議
会
に
出
席

つ
や
永
光
後
援
会
並
び
に
記
念
講
演
会
に
出
席

第
39
回
全
日
本
社
会
人
タ
ー
ゲ
ッ
ト
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
選

手
権
大
会
開
会
式
に
出
席

第
５
回
北
秋
田
市
議
会
定
例
会
本
会
議
（
初
日
）

第
５
回
北
秋
田
市
議
会
定
例
会
本
会
議
（
一
般
質
問
）

　

平
成
17
年
10
月
24
日
、
異
議
申
し
立
て
人

は
、
市
長
に
対
し
て
「
17
年
３
月
22
日
以
降
、

市
と
厚
生
連
が
統
合
病
院
に
関
す
る
双
方
の

や
り
と
り
し
た
す
べ
て
の
文
書
」
に
つ
い
て

の
公
開
請
求
を
行
い
ま
し
た
が
、
同
年
10
月

27
日
の
非
公
開
決
定
を
受
け
て
、
市
長
に
異

議
申
し
立
て
を
行
な
っ
た
も
の
で
す
。

　

審
査
会
で
は
市
長
か
ら
の
右
の
異
議
申
し

立
て
に
つ
い
て
の
諮
問
を
う
け
、
平
成
17
年

12
月
か
ら
本
年
６
月
ま
で
に
９
回
の
審
査
会

を
行
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

審
査
会
で
は
、
「
対
象
と
な
る
す
べ
て
の

文
書
は
公
開
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
結
論
づ

け
ま
し
た
。

　

異
議
申
し
立
て
は
、
異
議
申
し
立
て
の
意

見
書
及
び
審
査
会
で
の
意
見
陳
述
で
そ
の
理

由
を
述
べ
ま
し
た
が
、
要
旨
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
１
）
意
見
書
の
要
旨

・
非
公
開
決
定
通
知
書
の
記
載
要
件
が
具
備

　

さ
れ
て
い
な
い

・
文
書
の
秘
密
性
が
失
わ
れ
て
い
る

・
市
条
例
の
定
め
る
非
公
開
事
由
の
解
釈
、

　

適
用
を
誤
っ
て
い
る

（
２
）
意
見
陳
述
の
要
旨

・
市
の
重
要
政
策
決
定
に
係
る
情
報
ゆ
え
、

　

市
民
の
「
知
る
権
利
」
は
重
い

・
非
公
開
決
定
は
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
か

　

ら
し
て
も
違
法
で
あ
る

　

市
で
は
、
文
書
を
非
公
開
と
し
た
主
な
理

由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　

市
と
厚
生
連
双
方
の
交
渉
途
中
段
階
で
の

情
報
で
あ
る
か
ら
、
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い

情
報
の
内
容
が
誤
っ
て
伝
え
ら
れ
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
市
民
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
お

そ
れ
が
あ
る
。

　

審
査
会
で
は
、
「
地
方
自
治
の
本
旨
に
則

っ
て
市
民
の
知
る
権
利
を
最
大
限
に
尊
重
」

「
市
政
運
営
に
お
い
て
透
明
性
の
向
上
を
目

ざ
す
」
と
い
う
市
情
報
公
開
条
例
の
理
念
に

た
っ
て
条
例
を
解
釈
し
て
、
次
の
よ
う
に
判

断
を
し
ま
し
た
。　

（
１
）
条
例
の
該
当
性
に
つ
い
て

　

市
で
は
非
公
開
事
由
を
市
条
例
第
七
条
第
六

号
に
求
め
、
市
の
交
渉
等
に
係
る
情
報
で
公
開

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
の
財
産
上
に
不
利
益
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
理
由
を
示
し
ま
し

た
が
、
文
書
（
情
報
）
の
内
容
か
ら
し
て
市
の

不
利
益
の
発
生
は
認
め
難
く
、
非
公
開
事
由
に

は
「
お
そ
れ
」
の
具
体
的
説
明
が
示
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
条
例
の
条
項
に
は
該
当

し
な
い
も
の
と
判
断
し
ま
し
た
。

（
２
）
非
公
開
決
定
の
適
法
性
に
つ
い
て

　

次
の
理
由
か
ら
「
非
公
開
決
定
」
は
適
法

性
を
欠
い
て
い
る
と
判
断
し
ま
し
た
。

・
「
非
公
開
と
す
る
た
め
に
は
そ
の
具
体
的  

　

主
張
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す

　

る
最
高
裁
の
判
例
か
ら
し
て
も
、
市
の
決

　

定
は
そ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
。

・
請
求
文
書
の
中
の
一
部
文
書
（
市
医
療
整
備

　

基
本
構
想
に
対
す
る
厚
生
連
か
ら
の
要
望
）

　

は
既
に
議
会
全
員
協
議
会
で
読
み
上
げ
ら
れ
、

　

そ
の
要
点
の
資
料
配
布
も
行
な
わ
れ
て
い
る

　

た
め
、
広
く
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ

　

れ
る
。
よ
っ
て
、
秘
密
性
を
失
っ
て
い
る
か

　

ら
非
公
開
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
市
の「
非
公
開
決
定
」

は
市
で
定
め
る
情
報
公
開
条
例
第
七
条
第
六

号
に
は
該
当
せ
ず
、
適
法
性
を
欠
い
て
い
る

も
の
と
言
え
る
の
で
、
請
求
さ
れ
た
す
べ
て

の
文
書
は
「
公
開
す
べ
き
」
と
判
断
し
ま
し

た
。

　

審
査
会
で
は
、
少
数
な
が
ら
次
の
よ
う
な

意
見
も
出
さ
れ
ま
し
た
の
で
付
記
し
ま
す
。

・
双
方
の
契
約
行
為
に
あ
る
交
渉
の
途
中
だ

　

か
ら
、
秘
密
の
保
持
は
必
要
。
交
渉
の
経

　

緯
、
決
定
事
項
は
や
が
て
市
議
会
で
も
明

　

ら
か
に
な
る
。

・
裁
判
所
の
判
例
に
も
あ
る
が
、
公
開
す
る
、

　

し
な
い
の
判
断
は
市
長
の
裁
量
。
よ
っ
て
、

　

市
条
例
に
規
定
し
て
い
る
非
公
開
事
由
に
該

　

当
さ
せ
た
市
長
裁
量
は
逸
脱
し
て
い
な
い
。

・
17
年
10
月
24
日　

　

異
議
申
し
立
て
人
が
市
長
に
公
開
請
求

・
17
年
10
月
27
日　

　

市
長
が
異
議
申
し
立
て
人
に
非
公
開
決
定

・
17
年
12
月
９
日

　

異
議
申
し
立
て
人
が
市
長
に
異
議
申
し
立
て

・
17
年
12
月
21
日

　

市
長
が
情
報
公
開
審
査
会
に
諮
問

・
18
年
６
月
６
日

　

情
報
公
開
審
査
会
が
市
長
に
答
申

　

北
秋
田
市
情
報
公
開
審
査
会
で
は
、
市
情
報
公
開
条
例
の
規
定
に

基
づ
き
、
市
長
か
ら
の
諮
問
に
対
す
る
答
申
の
概
要
を
次
の
と
お
り

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

１　

異
議
申
し
立
て
の
事
案

２　
諮
問
に
対
す
る
審
査
の
経
緯

３　

審
査
会
の
結
論

４　

異
議
申
し
立
て
の
理
由

５　
異
議
申
し
立
て
に
対
す
る
市
の
説
明

６　
審
査
会
の
判
断
理
由
の
要
旨

７　

審
査
会
で
の
少
数
意
見

８　

答
申
ま
で
の
主
な
経
緯

情報公開

答申書を市長に手渡す小塚審査会会長：右は鈴木委員

　

児
童
手
当
の
受
給
者
は
、
毎
年
６
月
中
に
所
得
・

養
育
状
況
等
支
給
要
件
確
認
の
た
め
「
現
況
届
」
を

必
ず
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
受
給
し

て
い
る
方
へ
、
用
紙
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
ま

だ
提
出
し
て
い
な
い
方
は
６
月
１
日
に
お
け
る
状
況

を
ご
記
入
・
ご
確
認
の
う
え
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
※
６
月
以
降
に
受
給
資
格
が
消
滅
す
る
と
思
わ
れ

る
場
合
の
方
も
提
出
が
必
要
で
す
。
）

　

な
お
、
受
給
資
格
が
あ
っ
て
も
こ
の
届
の
提
出
が

な
い
と
、
６
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

の
で
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
提
出
・
添
付
書
類
】

・�

現
況
届

　

送
付
済
み
の
用
紙
に
ご
記
入
・
ご
確
認
、
押
印
の

　

う
え
ご
提
出
く
だ
さ
い

・�

健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
等

　

受
給
者
が
被
用
者
（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
等
）
で
あ
る
場
合

　

に
提
出

・
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書
（
前
住
所
地
の
市
区
町

　

村
長
が
発
行
す
る
も
の
）

　

北
秋
田
市
に
１
月
１
日
現
在
住
所
が
な
か
っ
た
場
合

・�

そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
提
出
す
る
も
の

　

児
童
と
別
居
し
て
い
る
場
合
、
別
居
監
護
申
立
書

　

や
児
童
の
住
所
地
の
住
民
票
等

※�

送
付
さ
れ
た
文
書
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

●
公
務
員
の
方
は
、
勤
務
先
で
の
手
続
き
と
な
り
ま
す
。

◎
提
出
・
お
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
事
務
所
福
祉
課　
　

62-

１
１
１
３　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
は
各
支
所
総
合
福
祉
課

　

児

童

手

当

【
ク
マ
の
被
害
防
止
法
】

　

平
成
18
年
は
ブ
ナ
の
凶
作
が
見
込
ま
れ
、
春
か
ら

秋
に
か
け
、
ク
マ
（
特
に
子
連
れ
の
ク
マ
）
の
出
没

が
増
加
す
る
と
予
測
さ
れ
、
現
在
ク
マ
出
没
注
意
報

が
発
令
中
で
す
。
北
秋
田
市
で
の
出
没
も
す
で
に
10

数
件
発
生
し
て
お
り
ま
す
。
人
身
事
故
が
起
こ
ら
な

い
た
め
に
、
山
に
入
る
と
き
や
野
外
で
活
動
す
る
場

合
は
、
例
年
以
上
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
山
や
野
外
で
の
活
動
で
は
必
ず
２
人
以
上
で
行
動

　

し
、
単
独
行
動
は
慎
み
ま
し
ょ
う
。

◎
鈴
、
笛
、
ラ
ジ
オ
な
ど
を
身
に
つ
け
、
周
り
に
音

　

を
出
し
な
が
ら
行
動
し
ま
し
ょ
う
。

◎
子
グ
マ
の
そ
ば
に
は
親
グ
マ
が
必
ず
い
ま
す
。　

　

絶
対
に
近
寄
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

◎
生
ゴ
ミ
や
残
飯
、
食
べ
物
の
容
器
な
ど
は
山
や
野

　

外
に
捨
て
な
い
で
く
だ
さ
い
。
ク
マ
が
人
里
や
農

　

耕
地
に
近
寄
る
原
因
に
な
り
ま
す
。

◎
お
問
い
合
わ
せ

　
　

産
業
部
農
林
課　
　

62-

６
６
３
８

　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
は
各
支
所
産
業
建
設
課

〜「
現
況
届
」の
提
出
は
お
済
み
で
す
か
〜


